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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査目的 

鹿児島県内企業のテレワーク実施状況について実態調査を行い、有効な取組を県内企業へ普

及・啓発するとともに、有効な支援策について検討することを目的として実施したものです。 

 

２ 実施概要 

⑴ 調査対象及び調査数 

従業員 10 人以上の県内企業 7,196 社から抽出した 1,000 社 

⑵ 調査方法 

調査票を郵送にて配布し、調査票返送又はオンラインによる回答を受付 

⑶ 調査時期 

令和３年 12 月２日～令和４年１月 14 日 

⑷ 有効回答数及び有効回答率 

509 件（50.9％） 

 

３ 本調査におけるテレワークの定義 

本調査では、テレワークを「情報通信技術を利用して行う事業場外での勤務」と定義し、①在宅勤

務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務の３つに分けて調査しました。 

① 在宅勤務 労働者の自宅で業務を行う形態 

② サテライトオフィス勤務 メインのオフィス以外の決められた場所で業務を行う形態 

③ モバイル勤務 
上記以外で、ノートＰＣやスマートフォン・携帯電話等を活用し

て、移動中など、臨機応変に選択した場所で業務を行う形態 

 

４ 報告書上の留意点 

 構成比は小数点第２位以下を四捨五入して表示しているため、合計が合わない場合があります。 

 複数回答可の質問の構成比の合計は 100％を超えることがあります。 

 設問文や選択肢等の表記において、原文より変更している場合があります。 

 表、グラフ中の人数は正社員数です。 
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Ⅱ 企業アンケート調査結果 
 

１ テレワークの導入・実施状況 

⑴ テレワーク全体（在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務） 

「就業規則や付帯規定等に明記し，会社の制度として認めている」が 4.7％、「会社の制度

はないが，上司の裁量や習慣として，実施する従業員がいる」が 7.3％、「会社の制度はなく、

上司の裁量や習慣として実施する従業員もいない」が 87.6％となっており、テレワークを導

入・実施している割合が 12.0％となっています。 

 

 

⑵ テレワーク形態別 

① 在宅勤務 

■ 従業員規模別 

  

4.7% 7.3% 87.6% 0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=509）

就業規則や付帯規定等に明記し，会社の制度として認めている

会社の制度はないが，上司の裁量や習慣として，実施する従業員がいる

会社の制度はなく，上司の裁量や習慣として実施する従業員もいない

無回答

4.7%

2.5%

3.6%

6.8%

7.4%

5.9%

8.2%

6.1%

5.6%

89.0%

96.3%

87.7%

87.2%

87.0%

0.4%

1.2%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=509）

９人以下（n=81）

10～29人（n=220）

30～99人（n=148）

100人以上（n=54）

就業規則や付帯規定等に明記し，会社の制度として認めている

会社の制度はないが，上司の裁量や習慣として，実施する従業員がいる

会社の制度はなく，上司の裁量や習慣として実施する従業員もいない

無回答
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② サテライトオフィス勤務 

■ 従業員規模別 

 

③ モバイル勤務 

■ 従業員規模別 

 

⑶ テレワーク（在宅勤務）導入企業におけるテレワークの実施割合 

 

47.5% 13.1% 6.6% 4.9%

1.6%

3.3% 11.5% 1.6% 9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

１割以下 ２割程度 ３割程度 ４割程度 ５割程度 ６割程度

７割程度 ８割程度 ９割以上 わからない 無回答

1.4%

1.4%

2.0%

1.9%

5.3%

3.7%

5.5%

6.1%

5.6%

92.1%

95.1%

91.8%

90.5%

92.6%

1.2%

1.2%

1.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=509）

９人以下（n=81）

10～29人（n=220）

30～99人（n=148）

100人以上（n=54）

就業規則や付帯規定等に明記し，会社の制度として認めている

会社の制度はないが，上司の裁量や習慣として，実施する従業員がいる

会社の制度はなく，上司の裁量や習慣として実施する従業員もいない

無回答

1.2%

0.9%

2.7%

2.8%

3.6%

3.4%

1.9%

94.3%

97.5%

93.6%

92.6%

96.3%

1.8%

2.5%

1.8%

1.4%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=509）

９人以下（n=81）

10～29人（n=220）

30～99人（n=148）

100人以上（n=54）

就業規則や付帯規定等に明記し，会社の制度として認めている

会社の制度はないが，上司の裁量や習慣として，実施する従業員がいる

会社の制度はなく，上司の裁量や習慣として実施する従業員もいない

無回答
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⑷ テレワーク（在宅勤務）導入企業における今後の継続意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ テレワークを導入・実施していない理由 

 

 

  

16.4% 41.0% 18.0% 4.9% 11.5% 8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

新型コロナウイルス流行時よりも，テレワークの利用を拡大したい

新型コロナウイルスの流行時と同程度に，テレワークの利用を維持したい

自然災害や感染症の流行など，緊急時の臨時的な運用に限って，テレワークを認めたい

新型コロナウイルス流行時よりも，テレワークの利用を縮小したい

わからない，検討中である

無回答

53.6%

10.8%

9.6%

8.5%

8.3%

7.6%

7.0%

6.5%

4.3%

3.6%

3.1%

2.9%

2.7%

1.8%

1.1%

0.7%

0.7%

0.4%

0.2%

0.2%

0.0%

24.2%

20.0%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワークでできる業務が限られているから

テレワークのメリットが感じられないから

従業員から要望がないから

情報セキュリティの確保が難しいから

テレワークを行うことができない従業員との間で

不公平感が生じることが懸念されるから

テレワークを行う従業員の勤怠管理や在席・勤務状況の

確認が難しいから

情報通信機器等の導入費用がかかるから

紙の書類・資料が電子化されていないから

従業員同士の間で，コミュニケーションが

取りづらくなることが懸念されるから

オフィスでの勤務と比べて，時間当たり生産性が

低下することが懸念されるから

取引先の理解が得られないから

テレワークを行う従業員の業務の進捗確認が難しいから

テレワークを行う従業員の評価が難しいから

テレワークを行う従業員の育成が難しいから

テレワークという働き方があることを知らなかった／

そもそも考えたことがなかったから

テレワークを認めたいが，進め方が分からないから

長時間労働になることが懸念されるから

健康管理（メンタルヘルスを含む）が難しいから

時間外・深夜・休日労働が増加し，割増賃金の支払いが

増えることが懸念されるから

労働災害の認定基準が分かりづらいから

従業員の家族から理解が得られないから

その他

あてはまるものはない

無回答

複数回答（n=446）
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３ テレワークの導入・実施時期 

 

 

４ テレワーク（在宅勤務）による効果①導入・実施した当初の目的、②実

際に生じた効果 

 

31.1% 57.4% 11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

新型コロナウイルスの流行以前より導入・実施していた

新型コロナウイルスの流行をきっかけに初めて導入・実施した

無回答

41.0%

36.1%

29.5%

24.6%

18.0%

18.0%

13.1%

11.5%

11.5%

11.5%

6.6%

4.9%

3.3%

3.3%

1.6%

1.6%

4.9%

16.4%

41.0%

36.1%

27.9%

24.6%

18.0%

23.0%

11.5%

13.1%

11.5%

6.6%

8.2%

4.9%

4.9%

4.9%

3.3%

1.6%

3.3%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事と育児・介護など家庭生活を両立させる従業員への

対応・離職防止…

従業員の通勤負担の軽減

自然災害・感染症流行時等における事業継続性の確保

…

定常的業務の効率・生産性の向上

従業員の自己管理能力の向上

従業員のゆとりと健康的な生活の確保

治療と仕事を両立させる従業員への対応

創造的業務の効率・生産性の向上

優秀な人材の確保・定着

遠隔地に居住する従業員の採用・確保

紙や印刷コストの削減

障がいのある従業員への対応・離職防止

高齢の従業員への対応・離職防止

オフィスコスト（賃料，水道光熱費等）の削減

人件費（残業手当，通勤手当等）の削減

その他

特に目的（効果）はない

無回答

複数回答（n=61）

導入・実施した当初の目的 実際に生じた効果
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５ テレワークの対象者（条件） 

⑴ 対象者の条件① 

 
 

⑵ 対象者の条件② 

 

 

38.9%

13.0%

20.4%

35.2%

22.2%

11.1%

11.1%

5.6%

11.1%

1.9%

37.0%

40.7%

5.6%

9.3%

30.0%

30.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

20.0%

15.0%

15.0%

0.0%

50.0%

30.0%

10.0%

10.0%

50.0%

23.5%

20.6%

20.6%

17.6%

8.8%

14.7%

8.8%

8.8%

2.9%

26.5%

17.6%

5.9%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特定の職種・職務を担う従業員

一定の職位以上の従業員

入社後一定の年月が経過した従業員

育児・介護の事情がある従業員

子の教育の問題など生活上の事情がある

従業員

一定以上の通勤時間を要する従業員

遠方に居住しており，

出社が困難な従業員

高齢の従業員

障がいなどのある従業員

（高齢者を除く）

その他

特に条件は設けず，正社員全員に

認めている

契約社員・パート等

（正社員以外の従業員）

派遣社員

無回答

在宅勤務（n=54） サテライトオフィス勤務（n=20） モバイル勤務（n=34）

正
社
員 

正
社
員
以
外
の 

従
業
員 

48.1%

60.0%

64.7%

42.6%

30.0%

14.7% 2.9%

9.3%

10.0%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務（n=54）

サテライトオフィス

勤務（n=20）

モバイル勤務（n=34）

正社員のみを対象 正社員と非正社員を対象 非正社員のみを対象 無回答
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⑶ 対象者の職種 

 

  

59.3%

38.9%

31.5%

18.5%

5.6%

1.9%

1.9%

0.0%

5.6%

11.1%

50.0%

55.0%

20.0%

10.0%

10.0%

5.0%

5.0%

0.0%

5.0%

15.0%

35.3%

52.9%

17.6%

11.8%

5.9%

2.9%

2.9%

2.9%

2.9%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事務職（人事，労務，総務，経理等）

営業職

専門職・技術職

（エンジニア，情報処理，弁護士，

会計士，税理士等）

上記以外の専門職・技術職

（医療，福祉，教育関係）

販売職

サービス職

生産現場職

運輸・保安職

その他

無回答

在宅勤務（n=54） サテライトオフィス勤務（n=20） モバイル勤務（n=34）
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６ 労働時間制度 

⑴ テレワーク時の日々の勤怠管理の方法 

 

 
⑵ テレワークの利用単位 

 

 
⑶ テレワークの事前申請の期日 

 

 

 
 

27.9%

26.2%

23.0%

16.4%

11.5%

6.6%

4.9%

4.9%

9.8%

4.9%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上長等に対してメールによる報告を行う

電子ファイルの出勤簿（Excel 等）や勤怠管理シスムの出

勤簿に自己申告で記入する

上長等に対して電話による報告を行う

Ｗｅｂ上でタイムスタンプを押す・Ｗｅｂ打刻する

紙の出勤簿に押印又は記入する

パソコンやスマートフォン等のログイン・ログアウト時刻

を取得する（ＰＣログの確認等）

上長の現場での視認により確認

タイムカード・ＩＣカード等で打刻する

その他

日々の勤怠管理は行っていない

無回答

複数回答（n=61）

18.0% 14.8% 16.4% 1.6% 32.8% 16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

終日単位のみ利用可能 半日単位でも利用可能 時間単位でも利用可能

その他 特に決まっていない 無回答

24.6% 37.7% 9.8% 8.2% 8.2%

1.6%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

事前申請は必要ない 事前申請は必要だが，期日は特にない

当日まで １～３日前まで

４～７日前まで ８日前～14日前まで

15 日前～１か月前まで １か月よりも前までに申請が必要

その他 無回答
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⑷ テレワーク時のいわゆる中抜けの取扱 

 

 
⑸ テレワーク時の法定時間外・深夜・法定休日労働のルール 

 
 

⑹ テレワーク時に実施した場合の事後報告・確認の方法 

 

 

24.6% 3.3% 16.4% 9.8% 36.1% 9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

休憩として取扱い，休憩時間分だけ終業時刻を遅らせている

特段の報告等を求めず，所定労働時間勤務したものとしている

半日単位や時間単位の年次有給休暇の取得を必須としている

中抜けの取得を認めていない

特に決まっていない

無回答

32.8%

21.3%

24.6%

13.1%

8.2%

11.5%

16.4%

36.1%

29.5%

26.2%

21.3%

23.0%

11.5%

13.1%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法定時間外労働

深夜労働

法定休日労働

単数回答（n=61）

認めており，事前申請が必要 認めており，事前申請は不要

テレワークでの実施を認めていない 特に決まっていない

無回答

50.0%

25.0%

14.3%

17.9%

3.6%

44.4%

22.2%

11.1%

27.8%

0.0%

45.5%

22.7%

13.6%

22.7%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終業時にメール等で報告するよう求めている

翌日等に，メール等で報告するよう求めている

ＰＣのログオフ等で把握している

特に報告を求めていない

無回答

法定時間外労働（n=28） 深夜労働（n=18） 法定休日労働（n=22）
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⑺ テレワーク時に実施した場合の割増賃金の支払方法 

 

 

⑻ オフィス勤務時と比較したときの、テレワーク時の法定時間外・深夜・法定休日労働の多

さ 

 

 

  

57.1%

32.1%

14.3%

3.6%

0.0%

3.6%

0.0%

66.7%

33.3%

5.6%

5.6%

0.0%

5.6%

0.0%

63.6%

31.8%

9.1%

4.5%

0.0%

4.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事後報告・確認した時間をもとに割増賃金を

支払っている

事前申請された時間をもとに割増賃金を

支払っている

あらかじめ決めた時間分を支払い，

超えた分を追加で支払っている

みなし労働時間制度の対象者には，

みなした時間分を支払っている

あらかじめ決めた時間分を支払い，

実際の時間は勘案していない

その他

無回答

法定時間外労働（n=28） 深夜労働（n=18） 法定休日労働（n=22）

10.7%

11.1%

9.1%

3.6%

4.5%

32.1%

27.8%

31.8%

7.1%

5.6%

4.5%

35.7%

50.0%

40.9%

10.7%

5.6%

4.5%4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法定時間外労働

（n=28）

深夜労働（n=18）

法定休日労働（n=22）

テレワーク時の方が多いと思う テレワーク時の方がやや多いと思う

テレワーク時とオフィス勤務時で変わりはない テレワーク時の方がやや少ないと思う

テレワーク時の方が少ないと思う わからない

無回答
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７ テレワークのための環境整備状況 

 

８ テレワーク時の健康確保の措置 

 

 

60.7%

60.7%

54.1%

45.9%

45.9%

36.1%

31.1%

27.9%

24.6%

18.0%

9.8%

8.2%

8.2%

3.3%

0.0%

4.9%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社外から，業務用メールを利用できる

テレビ会議・Ｗｅｂ会議を利用している

社外から，社内の共有サーバーにアクセスできる

クラウド型のファイル共有システムを利用している

チャットツールを利用している

ペーパーレス化を推進している

電子ファイルやオンラインのシステム上で

勤怠管理を行っている

共有スケジューラーの利用を推奨している

各種ツールにより，在席・勤務状況の確認ができる

健康管理のための措置を講じている

業務の棚卸し・切り出しを行っている

内線・外線一体型の電話を利用している

キャリア形成やスキルアップのための機会を提供している

評価方法について，上司等に研修を行っている

その他

特にない

無回答

複数回答（n=61）

29.5%

16.4%

8.2%

4.9%

1.6%

52.5%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場や社内のコミュニケーションを補う工夫を行っている

作業環境を整える支援を行っている

テレワークを行う従業員に対し，特別に面接指導や

相談の対応等を行っている

運動の減少に対する対策を行っている

その他

特に行っていない

無回答

複数回答（n=61）
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９ 人事評価で成果を重視する程度の違い 

 

 

１０ 在宅勤務をする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの 

 

  

72.1% 1.6%

1.6%

11.5% 3.3% 9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=61）

違いは設けていない

テレワークの方が，より成果を重視する仕組みになっている

オフィス勤務の方が，より成果を重視する仕組みになっている

その他

成果を重視する仕組みはない

該当しない

無回答

70.4%

53.7%

40.7%

24.1%

20.4%

14.8%

14.8%

11.1%

11.1%

3.7%

3.7%

1.9%

3.7%

5.6%

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パソコン

パソコンの周辺機器

スマートフォン・携帯電話

タブレット端末

インターネット接続のための通信機器

インターネット通信回線の使用料

一定額の手当を支給している

電話料金

事務用品

水道光熱費

机やいす，キャビネット

ファックス

その他

貸与，または費用負担しているものはない

無回答

複数回答（n=54）
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１１ 新型コロナウイルスの影響 

⑴ 新型コロナウイルス流行下にテレワークを行ったことで感じた良い変化、新たな気付き 

 

 

⑵ 令和 3年 11月時点で、今後継続したいと考えるもの 

 

  

52.6%

31.6%

21.1%

21.1%

5.3%

0.0%

10.5%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員におけるテレワーク利用対象者の拡大

正社員以外におけるテレワークの利用対象者の拡大

テレワークで実施できる業務の拡大，制限の緩和

テレワークの利用回数・利用頻度の制限の緩和

テレワーク時の申請手続き・申請期限の簡素化

その他

特にない

無回答

複数回答（n=19）

37.7%

23.0%

19.7%

16.4%

14.8%

13.1%

11.5%

9.8%

4.9%

6.6%

4.9%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理職や経営層の間で

テレワークの利用が進んだ，または理解が深まった

テレワークでも取引先の関係に影響しない，

または良い影響があると分かった

テレワークではできないと考えていた業務が，

できることが分かった

Ｗｅｂ会議システム等を活用し，

遠隔地の採用活動が実施しやすくなった

働き方に制約がある従業員が

担当できる職域・業務内容が広がった

テレワークをふだんの勤務の中に

組み込んでいくことになった

オフィスの役割や在り方の見直しにつながった

働き方に制約がある従業員が，

より長い時間働けるようになった

その他

良い変化や新たに気付いたことはなかった

新型コロナウイルス流行下では，

テレワークを行わなかった

無回答

複数回答（n=61）
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⑶ 新型コロナウイルス流行下の課題 

  

39.3%

32.8%

21.3%

21.3%

19.7%

19.7%

18.0%

14.8%

14.8%

13.1%

13.1%

11.5%

8.2%

8.2%

4.9%

4.9%

4.9%

3.3%

3.3%

3.3%

0.0%

0.0%

6.6%

19.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワークでできる業務が限られている

従業員同士の間でコミュニケーションが取りづらい

テレワークを行う従業員の労働時間の申告が

適正かどうかの確認が難しい

テレワークを行う従業員の在席・勤務状況の確認が難しい

テレワークを行うことができない従業員との間で

不公平感がある

業務の進捗確認が難しい

テレワークを行う従業員の勤怠管理が難しい

オフィスで勤務する従業員へのしわ寄せが生じている

テレワークを行う従業員の育成が難しい

情報セキュリティの確保が難しい

従業員の健康管理（メンタルヘルスを含む）が難しい

テレワークを行う従業員の評価が難しい

テレワークのための情報通信機器等の

導入による費用負担が大きい

労働災害の認定基準が分かりづらい

テレワークの利用が進まない

テレワークを行う従業員の時間当たり生産性が

低下している

紙の書類・資料が電子化されない

テレワークを行う従業員から労働時間の適正な申告が

徹底されていない

時間外・深夜・休日労働が増加し、割増賃金の支払いが

増えている

長時間労働になることが増えている

取引先から理解が得られない

その他

特に課題は感じていない

無回答

複数回答（n=61）



15 

 

１２ テレワーク導入について、成功した理由、工夫したところ、導入に

おいてつまずいた点 

業種別 従業員規模別 自由回答 

医療・福祉 

９人以下 
オフィスにいなくとも、共有のデータをスタッフ間でやり取りでき

る環境づくりがすすみました。 

９人以下 研修などは安全に行える為、利用者の安全確保ができた。 

９人以下 

子供がコロナで学校等に行かれない時に、テレワークを活用して、

事務作業等を自宅で子供を見ながら行うことができたことは良かっ

たと思うが、小さい子供だと仕事ができる時間が限られるのは、仕

方のないことだと思う。 

10～29 人以下 
時間が決まって、場所が固定されざるを得ない業種には向かない。

不可能に近い仕事の仕方である。 

10～29 人以下 
不安障害、強迫性障害など神経症圏の社員は不安を軽減でき、育

児・介護の社員も仕事を両立できた。 

電気・ 

ガス・ 

熱供給・ 

水道業 

30～99 人以下 
➀世の中の状況に合わせることで認知された。②イントラにて案内

の回数を増やした。 

30～99 人以下 
親会社に準じて制度導入はしているが、回答日現在までテレワーク

の利用例がない。 

その他 

サービス 

30～99 人以下 
在宅勤務を現在も引き続き実施している。（３人）成功しているかま

だ成果は確認できていない。事務所の維持費は縮小された。 

30～99 人以下 

【成功理由】①テレワークに対して経営層の積極的かつ柔軟な理解

と推進があった（トップ主導）②社員のＰＣスキルの習熟度が高い

（日頃から業務で使用している）③以前から使用していたサービス

（通信装置）で VPN 接続をすることができた為、初期の段階でテレ

ワークが可能だった。 

【工夫点】①コミュニケーション不足にならないように各種チャッ

トツールやグループウェアを試した。（結果、以前から使っていたサ

イ ボ ウ ズ office で 、 朝 礼 や 掲 示 を 展 開 ・ 強 化 ）（ 新 た に

「MicrosoftTeams」のチャット機能やスレッド機能、テレビ会議機

能を利用し、円滑なコミュニケーションを実現した。）②セキュリテ

ィや報告の為のルールを作成した（規則に準ずるものとした、「リモ

ートワーク運用ルール」）③一人一台ノートパソコンを与え、本社で

も自身の専用デスクトップパソコンにリモートデスクトップ接続を

行い、オフィスワークでもテレワークでも変わらない状況を常とし

た。④オフィスのモニターを一新して、旧モニターを在宅ワーク用

として全員に持ち帰ってもらった。⑤社宅として使用していた住宅

をサテライトオフィスとして、本社と変わらない設備（通信・空

調・トリプルモニター化・プリンター）を整えた。 

【導入においてつまずいた点】①電話応対。（折り返しが発生した場

合の本人負担→今後、電話についてもサービスを利用して改善して

いきたい）②通信のラグの発生（業務中に操作が固まることがある

→未改善）③管理者の意識の差（どこまで効率性の低下を許容でき

るか、どこまで報告の徹底を図るのか、どこまで監視の目を入れる

のか、など→暫定案として、コストや利用性を勘案して甘受するこ

ととなっている） 

情報通信業 30～99 人以下 
緊急時の業務継続に必要なリモート接続環境を整備でき今後迅速に

対応できることが期待できる。 

建設業 10～29 人以下 自宅でも業務を行えることを行い、作業効率が上がった。 
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１３ テレワークに関して行政に求める支援策 

⑴ テレワーク実施企業 

 
⑵ テレワーク非実施企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.8%

14.8%

31.1%

24.6%

11.5%

16.4%

3.3%

16.4%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク導入のための費用の助成

テレワークに関して精通した人材の確保・育成

テレワークの導入に関するマニュアル・ガイドラインなど

の提供

テレワークに関する好事例の情報提供

テレワークに関する専門家、アドバイザーの派遣・

コンサルティング、相談体制の整備

テレワークに関する普及啓発（社会における理解の促進）

その他

特に求める支援はない

無回答

複数回答（n=61）

26.7%

9.6%

15.0%

14.6%

10.5%

7.0%

1.1%

51.6%

11.9%

14.5%

13.2%

14.5%

14.5%

13.2%

5.3%

2.6%

52.6%

17.1%

25.0%

8.9%

14.1%

10.4%

11.5%

6.3%

1.0%

55.2%

12.5%

32.3%

7.9%

15.7%

18.9%

5.5%

9.4%

0.8%

48.0%

7.9%

40.0%

13.3%

20.0%

22.2%

15.6%

6.7%

0.0%

42.2%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク導入のための費用の助成

テレワークに関して精通した人材の

確保・育成

テレワークの導入に関するマニュアル・

ガイドラインなどの提供

テレワークに関する好事例の情報提供

テレワークに関する専門家、アドバイ

ザーの派遣・コンサルティング，

相談体制の整備

テレワークに関する普及啓発

（社会における理解の促進）

その他

特に求める支援はない

無回答

全体（n=446） ９人以下（n=76） 10～29人（n=192）

30～99人（n=127） 100人以上（n=45）
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